
令和８年７月１日改正の経営事項審査に係る再審査を希望される方の 

再審査申立ての取扱いについて（三重県知事許可業者） 
 

令和８年７月１日から経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴い、改正前の審査基準

に基づく審査の結果通知を受けている方は、改正の施行日（令和８年７月１日）から１２０日

（令和８年１０月２８日）以内に限り、新たな審査基準に基づく再審査を申し立てることがで

きます。 

再審査申立ての取扱いは以下のとおりです。 

 

１ 改正内容 

  ●本改正により影響する経営事項審査の審査項目 

 ・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加

（５点） 

   （審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点） 

  ※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言企業として 

掲載されている必要があります。 

  ※この加点項目の追加に伴い、従来の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するため  

に必要な措置の実施状況」の加点配分が見直されます。 

   （民間工事を含む全ての建設工事 15点⇒10点、全ての公共工事 10点⇒5点） 

 

 ・「建設機械の保有状況」の加点対象となる機械が拡大 

   「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」が加点機械に追加されます。 

 

２ 再審査の対象業者 

・令和 8年 7月 1日改正以前の経営事項審査の基準による経営規模等評価結果をお持ちの方

が対象です。 

また、再審査は基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定

している部分については再審査の対象となりません。 

・ただし、再審査申立ての時点で審査基準日から１年７か月以内であるものに限ります。 

 

３ 再審査の受審義務について 

  今回の改正において、再審査の受審は基本的に任意です。入札参加資格申請をしている国、

県、市町等の各発注機関の取扱いについては、各発注機関へご確認ください。 

※発注機関が再審査の受審を義務付けている場合でも、発注機関の格付け対象期間、新旧

基準の取扱い、各企業の決算時期、経審の受審時期（結果通知の時期）等により、個々の

企業で再審査の要否は異なります。 

入札参加資格申請先のいずれかで、再審査の結果が必要となる場合は再審査の申立を行っ

てください。 

 

４ 再審査の申立てができる経営事項審査の結果 

  再審査の申立ては、施行日（令和８年７月１日）から１２０日以内に限られるため、申立

期間は、令和８年１０月２８日（水）までとなります。 

再審査申立時において、制度改正前の基準により通知された直近の経営事項審査の結果で、

有効期限内（審査基準日から１年７ヶ月以内）にあるものは、再審査を申立てることができ

ます。 

なお、再審査の申立てにより経営事項審査の有効期限が延長されるものではありません。 
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４ 再審査の申立てをした場合の旧基準結果の取扱い 

  旧基準により既に通知した結果通知書は回収しません。 

なお、インターネット公表される結果については、再審査の結果に置き換えられます。 

 

５ 再審査の申立方法 

  申立期限 ：令和８年１０月２８日（水）必着 

   提出方法 ：提出書類及び添付書類を提出先まで郵送又は持参ください。 

       （持参の場合は、書類をいったんお預かりし、後日の審査となります。） 

  提 出 先 ： 〒514-8570 津市広明町１３番地 

        県土整備部建設業課 電話 059-224-2660 

  ※郵送の場合は、「経営事項審査再申請」と朱書してください。 

提出部数 ：２部（正・副）及び確認資料１部 

副本は受付後控えとして返却しますが、確認資料は返却しないため、写しを 

提出してください。 

     ※控えは後日、内容等についてお聞きすることもございますので、大切に保

管しておいてください。 

  審査手数料 ：無料 

 

６ 手続きの流れ 

       ①申立書受付、書面審査（建設業課にて、書類のみの審査） 

   

 特に確認事項等がない場合  確認事項、補正事項有りの場合 

                 ②確認、補正事項の聞き取り作業等 

 

           ③結果通知書の発行 

 

④入札参加資格登録の共同受付または各市町等の発注機関へ届出 

 

 

 
スケジュール 

① 申請書受付、

書面審査 
７月受付 ８月受付 ９月受付 

１０月受付 

（10 月 28 日） 

② 補正作業 ８月中旬 ９月中旬 １０月中旬 １１月中旬 

③ 結果通知日 ８月３１日 ９月３０日 １０月３０日 １１月３０日 

※ 処理は月次単位で行います。 

※ 結果通知書は、受付月の翌月末日に発送します。補正がある場合、結果通知が遅れる場

合があります。 

※ 受付数などにより、スケジュールが前後する場合があります。 

※ 記載事項に不備がある場合や添付書類の確認が必要な場合は、別途電話による聞き取り

等を実施しますので、ご協力をお願いします。 
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７ 再審査申立ての提出書類・提示書類 

 （提出書類：正・副１部ずつ） 

 提出書類 注意事項 

① 経営規模等評価再審査申立書 

（様式第２５号の１４） 

○必ず提出 

・通常の「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」

と同一の様式です 

・申請等の区分０５は「４」の再審査を記入 

・項番０８から１４について、前回申請時から変更があ

る場合は、再申請時点での内容を記載すること 

・「審査結果の通知番号」は、前回の結果通知書の真ん中

「行政庁記入欄」の番号「XX－XXXXXX」を記入 

・｢審査結果の通知の年月日」は、旧結果通知書の通知年

月日（※結果通知書の右上に表示）を記入 

・「再審査を求める事項」は、「令和８年７月１日施行の

改正に係る事項」と記入 

・「再審査を求める理由」は、「制度改正のため」と記入 

② 工事種類別完成工事高 

工事種類別元請完成工事高 

（様式第２５号の１１別紙一） 

○必ず提出 

・前回申請と同様の内容で作成 

③ 技術職員名簿 

（様式第２５号の１１別紙二） 

○必ず提出 

・前回申請と同様の内容で作成 

④ その他の審査項目（社会性等） 

（様式第２５号の１１別紙三） 

○必ず提出 

・改正を反映した内容で作成 

⑤ 建設機械の保有状況一覧表（三

重県独自様式） 

○新たに不整地運搬車・アスファルトフィニッシャを計

上する場合に提出 

※既に計上済みの機械の変更はできません 

※前回の申請内容と変更がない場合は提出不要 

・建設機械の所有を証する書面及び稼働を証する書面を

添付 

⑥ 「建設技能者を大切にする企

業の自主宣言制度」に関する誓

約書（様式第７号） 

○自主宣言制度を「有」とする場合に提出 

・自主宣言制度において宣言していることを証する書面

の写しを添付 

⑦ チェックリスト ○必ず提出 

※上記書類以外の提出書類（様式第４号、様式５号、様式６号等）は提出不要です。 

（確認書類：１部） 

 書類名 注意事項 

① 経営事項審査審査結果通知書 

（前回受審の結果通知） 

 

② 経営事項審査申請書（本人控） 

（① の結果通知に関する控） 

 

③ 前回の経営状況分析結果通知

書の写し 
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８ 再審査申立書記入にかかる留意事項 

下記及びＰ５以降の記載例を参考にして作成してください。 

 

（１）申立書 経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書 

ａ 項番０５ 「４」と記入してください。 

ｂ 前回の申請書から審査対象業種を変更することはできません。 

  ｃ Ｐ７の下段の枠内には以下のとおり記入してください。 

「審査結果の通知番号」→前回の結果通知書の真ん中「行政庁記入欄」の番号「XX－XXXXXX」

を転記 

「審査結果の通知の年月日」→前回の結果通知書の右上 結果通知書の通知日を転記 

「再審査を求める事項」→「令和８年７月１日施行の改正に係る事項」と記入 

「再審査を求める理由」→「制度改正のため」と記入 

ｄ 項番１７ 前回の申請において選択した、自己資本額における基準決算と２期平均の区

分変更することはできません。 

 

（２）別紙一 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高（前回の書類の写しでも可） 

  ａ 前回の申請において選択した、年間平均完成工事高における２年平均と３年平均の区分

を変更することはできません。 

ｂ 前回の申請と全く同じになります。 

 

（３）別紙二 技術職員名簿（前回の書類の写しでも可） 

   前回の申請と全く同じになります。 

 

（４）別紙三 その他の審査項目（社会性等） 

   項番５２が新規項目です。 

 

（５）各項番の個別的事項 

項番０２～０４ 前回と同じ 

（０３については、再申請時提出時において有効な許可を記載） 

項番０５ 「４」を記入 

項番０６～５１ 前回と同じ（保険の加入状況（旧項番４１～４３）が削除されたこと 

により項番が繰り上がっていますので注意してください） 

項番５２ 改正項目を反映して記載 

項番５３～６１ 前回と同じ（保険の加入状況（旧項番４１～４３）が削除されたこと 

により項番が繰り上がっていますので注意してください） 

項番６２ 改正項目を反映して記載 

項番６３～６５ 前回と同じ（保険の加入状況（旧項番４１～４３）が削除されたこと 

により項番が繰り上がっていますので注意してください） 
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様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
申請代理人 印

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定

255 10 14 15 20

経営規模等評価等
対 象 建 設 業

１ ６

3 5 10 15 20 25 30

許可を受けている
建 設 業

１ ５

消 清

3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ４

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

主たる営業所の所在地 １ ３

3 5 10 15

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ０ ９

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８

3 5 10 15

, , ,
（千円）（ ）法人又は個人の別 ０ ７

3

3 4

5

処 理 の 区 分 ０ ６

日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５

年 月審 査 基 準 日 ０ ４ 令和

日
知事 知事 特

3 5

年 月号 令和－ ）第
国土交通大臣

許可（
般前 回 の 申 請 時 の

許 可 番 号
０ ３

大臣
コード

日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

年 月号 令和－ ）
国土交通大臣

許可（
般申 請 時 の

許 可 番 号
０ ２

大臣
コード

3 5 10 11

令和 年月 日

第

15

－月 日

10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経 営 規 模 等 評 価 再 審 査 申 立 書

総 合 評 定 値 請 求 書

令和　　　年　　　月　　　日

地方整備局長
北海道開発局長

）（

解

三重県知事 殿

項番 請求年月日
3 5 9

再審査申立の場合はここを抹消

再審査提出時において有効な許可を記載

「４」を記載

再審査提出日現在の許可状況を記載

前回の申請と同一
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申請者

審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。

令和８年７月１日施行の改正に係る事項 制度改正のため

連絡先

所属等

ファックス番号

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号

3 5

’

（人）

’ ’ ’ ’ ’

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

氏名 電話番号

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

3 5

,
技 術 職 員 数 １ ９

(千円)
減価 償却
実 施 額

(千円)
減価 償却
実 施 額

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)

利益額（利払前税引前償却前利益）
= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営業 利益 営業 利益(千円)

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
,

’ ’ ’

3 5 10

,
（千円）

,

(千円)
直 前 の

審査基準日

(千円)

’ ’ ’

( ) 基準 決算
,

（千円）
,

自 己 資 本 額 １ ７
,

項 番
3 5 10 13

この内容を記載

前回の結果通知書の真ん中「行政庁記入欄」

の番号「XX－XXXXXX」を記入

旧結果通知書の通知年月日（※

結果通知書の右上に表示）を記

入

前回の申請と同一
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

3 5

3 5

20 25 30 35

3323 35

計算基準の区分審査対象事業年度

23

, ,,

33

,

, ,

30

40

20 25 40

, ,, , , , , , , , ,

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

13

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

３ ４ 合　計

5 10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, ,
３ ３

,, ,

15

工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

5

その他
,

1310

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

3 5 6 10 15 16 20

, , ,

工事

40

項 番

３ １ 自

,

（千円）
業 種
コ ー

,

    年    月～    年    月

元請完成工事高

３ ２
, ,

３

元請完成工事高

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26

２

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

,

完 成 工 事 高 （千円）

,,, , ,

26

０ ０

（ ）月年 年年

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

申請者

（用紙Ａ４）

至 自 至月

26 3020 25

    年    月～    年    月

13 15

（千円）

1711 19

２０２

3 5 20

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

5

,

月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年

度

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

16

（千円）

完 成 工 事 高 計 算 表

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

年 月

,

6 10 40 45

6 10 15 40 4535

,

25

,

35 36

,

45

,

,,

36

,

,

３

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, , , ,,,
３ ２

,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

, , , , , ,

453625 2615 16 20

, , ,

3630

4030 35

,

30

,

工事

3

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又
は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業

35

,

3 5 7 9 10

6

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

２

前回の申請と同一
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別紙二

日月

年 月

月

年 月

技　術　職　員　名　簿

CPD単位
取得数

頁

通番
業種

コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

項 番

業種
コード 監理技術者資格者証

交付番号

3 5

頁 数 8 １

講
習
受
講

日

5

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

有資格
区分

コード

10

１ 8 ２日

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

3

日 8 ２

日

２ 8 ２

年３

月

年 月

４ 年 8 ２日

日

５ 8 ２

月

年 月７ 8 ２

６ 年 8 ２日

月

年 月９ 8 ２

８ 年 8 ２日

日

日

10 8 ２年 月

11 8 ２

年 月12

年 月 日

日 8 ２

8 ２日

14 8 ２

13 年 月

年

日

8 ２

２

15 年 月 日

16 8年 月

年 月 日18 8 ２

17 年 月 8 ２日

年 月

年 日

日 8

8

20 8 ２

19

２21 年 月 日

月

２

日22 8 ２

年 月

月年

日

8 ２日

24 8 ２

23

月年

26 8 ２年

8 ２25 年 月 日

２27 年 月 8日

28 8 ２年 日

月

年 日

8 ２

30 8 ２

29 年

月

月

日

日

月

申請者

前回の申請と同一
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別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（人）

  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

,,
（人） 控除対象者数

20

,
（人） 技能者数

5 9 10 15

, ,
（人）（単位） 技術者数

新規若年技術職員数 (Ｃ ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

〔1.該当、2.非該当 〕 (人)

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

法定外労働災害補償制度加入の有無

技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人) (人)

3

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５

４

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
,

（千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ １
,

（人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

（人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

3

監査の受審状況 ５ ８
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ７ 〔1.有、2.無 〕

営業年数 ５ ３

3

営業停止処分の有無 ５ ６ 〔1.有、2.無 〕

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 令和    年     月     日 令和      年     月     日 令和

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日

（年）
昭和
平成
令和

   年     月     日

休業等期間 備考（組織変更等）

年　　　　か月

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 ５ ２ 〔1.有、2.無 〕

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な
措置の実施状況

５ １ 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく
認定の状況

４ ８

3

技能レベル向上者数 ４ ７

3

CPD単位取得数 ４ ６

5 10 11 15

,

３ 〔1.有、2.無 〕

3

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４

3

４ ２ 〔1.有、2.無 〕

3

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

４ １ 〔1.有、2.無 〕建設業退職金共済制度加入の有無

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

前回の申請と同一

前回の申請と同一

前回の申請と同一

改正の内容を反映＜様式第7号の添付が必要＞

改正の内容を反映＜所有を証する契約書等及び動作を保証す

る自動車検査証記録事項もしくは特定自主検査記録表が必要

＞
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